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１計画の背景等 

（１）計画の背景 

平成７年１月の阪神・淡路大震災では、地震により６, ４３４人の尊い生命が奪わ

れました。このうち地震による直接的な死者は５, ５０２人ですが、この約９割の４,

８３１人は住宅・建築物の倒壊等によるものであったとされています。 

国は、この教訓を踏まえ、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）（以下「耐震改修促進法」という。）を平成７年１０月に公布し、同

年１２月に施行しました。 

その後も、平成１６年１０月の新潟県中越地震、平成１７年３月の福岡県西方沖

地震、平成２０年６月の岩手・宮城内陸地震など大地震が頻発しており、特に平成

２３年３月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地

震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもた

らしました。 

一方、中央防災会議は、平成１７年３月に東海、東南海・南海地震に関する地震

防災戦略を策定し、この中で東海地震、東南海・南海地震の被害想定の死者数及び

経済的被害額を今後１０年間で半減させることが減災目標として設定されました。

このような背景の下、平成１７年１１月に改正された耐震改修促進法（以下、「平

成１７年度改正耐震改修促進法」という。）が公布され、平成１８年１月に施行さ

れました。また、想定される被害を未然に防止するためには、建築物の耐震化を強

力に推進していくことが不可欠であることから、既存建築物の耐震化を緊急に促進

するため、平成２５年５月に耐震改修促進法が改正（平成２５年１１月施行）され、

要緊急安全確認大規模建築物に対する耐震診断の義務化等の規制強化が行われま

した。 

これらを受けて本市では、平成１７年度改正耐震改修促進法第５条第１項の規定

に基づく「総社市耐震改修促進計画」を平成２０年３月に策定し、平成２８年３月

に改定を行い、平成３２（令和２）年度を目標年次とした耐震化の目標、要緊急安

全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断の義務付けや更な

る耐震診断等の促進を図るための施策等を定めました。 

本計画の改定後も、平成２８年４月に熊本地震、平成３０年に大阪府北部を震源と

する地震及び北海道胆振東部地震など大地震が頻発しています。 

さらに、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震

については、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なも

のになると想定されています。特に、南海トラフ巨大地震については、東日本大震

災を上回る被害が想定されており、本市においても甚大な被害をもたらすことが想

定されています。 

  

はじめに 
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耐震診断及び耐震改修の促進

（２）建築物の耐震化の必要性 

大地震の発生を阻止することは困難ですが、大地震による人的、経済的被害を

軽減することは可能です。 

とりわけ、建築物の倒壊等の被害は、その倒壊等が人的被害を引き起こすだけ

でなく、①火災の発生、②多数の避難者の発生、③救助活動の妨げ、④がれきや

廃材の大量発生等の、被害拡大及び事後対策の増大の要因であることが判明して

います。 

建築物の耐震化などの地震防災対策の充実・促進が何よりも重要であるという

理由がここにあります。 

２計画の位置付け 

本計画は、「総社市地域防災計画（震災対策編）」、「総社市総合計画」、「岡山

県建築物耐震対策等基本方針」を上位計画として、「耐震改修促進法」及び国が策定

した「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（以下「国が

定めた基本的な方針」という。）」に基づき、総社市における建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図るための計画として策定するものです。 

なお、耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策については、岡山県が策定し

た「岡山県耐震改修促進計画」を指針として、本市における具体的な取組を計画して

います。 
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岡山県耐震改修促進計画
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３計画の目的等 

（１）計画の目的 

本計画は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることによって、地震によ

る人的被害及び経済的被害を軽減することを目的とします。国が定めた基本的な方

針では、東海地震及び東南海・南海地震の死者数等を半減させるため、住宅の耐震

化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、令和２年度までに少なく

とも９割にすることを目標とするとともに、令和７年度までに耐震性が不十分な住

宅を、同年を目途に耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物を、それぞれお

おむね解消することを目標に掲げています。 

本計画では、国が掲げる耐震化率の目標並びに県内で想定される地震規模・被害

状況及び耐震化の現状等を踏まえて、住宅・建築物等の所有者等が、自らの問題と

して、また、地域の問題として意識し、地震防災対策に取組むための目標を定める

とともに、市が、このような所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい

環境の整備や負担軽減のための制度の構築等の必要な施策を示し、もって耐震化の

促進を図ることとします。 

 

（２）計画期間 

平成１７年の耐震改修促進法の改正を受け、平成１９年度に本計画を策定し、平

成２７年度を目標年次として、更に平成２８年３月に本計画を改定し、平成３２（令

和２）年度を市内全域の耐震診断と耐震改修の促進に取り組んできましたが、本計

画を見直し、令和７年度を目標年次とした令和３年度から５年間の建築物の耐震化

の取組方針を定めます。計画期間は、国が定めた基本的な方針および岡山県耐震改

修促進計画の目標年次が令和７年度であることを踏まえて設定しています。 

なお、本計画については、耐震化の進捗状況、事業進捗状況、社会情勢の変化等

を踏まえ、必要に応じて耐震化の目標等の見直しを行います。 
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（３）耐震化を図る建築物 

市では、昭和５６年５月３１日以前に着工しており、建築基準法等の耐震関係

規定に適合していない全ての「耐震強度が不足する建築物」の耐震化を促進しま

す。特に、次に掲げる建築物の耐震化に取り組みます。 

 

ア）住宅 

住宅は、人生の大半を過ごす欠くことのできない生活の基盤であり、市民の生

命、身体及び財産を守ることはもとより、地域全体が被災することを防ぐという

観点からもその耐震化を積極的に促進します。 

 

イ）特定建築物※１ 

本計画においては、耐震改修促進法第14条に定める特定既存耐震不適格建築物

と用途・規模要件が同じである全ての建築物を、「特定建築物」とします。 

市の庁舎等の防災上重要な建築物や、学校、事務所等の多数の者が利用する建

築物等の次に掲げる特定建築物は、地震により倒壊等の被害を受けた場合の社会

的影響が著しく大きいことから、強力に耐震化を促進します。 

（ア）多数の者が利用する建築物 

（イ）地震発生時に倒壊等により多大な被害につながるおそれがある危険物を取

り扱う建築物 

（ウ）地震発生時に倒壊した場合、通行を確保すべき道路を閉塞させることとな

る沿道の建築物 

 

ウ）防災拠点となる公共建築物 

岡山県建築物耐震対策等基本方針※2に定める「災害対策本部、地方本部及び現

地対策本部を設置し、被災後応急活動や復旧活動の拠点となる建築物（区分１）」

及び「避難者及び傷病者の救援活動等の拠点となる建築物（区分２）」等の防災

拠点となる公共建築物について、重点的に耐震化に取り組みます。 

 

エ）要緊急安全確認大規模建築物※3 

耐震改修促進法の改正により、病院、店舗、ホテルなどの不特定多数の者が利

用する建築物、学校、老人ホームなどの避難に配慮を要する方が利用する建築物

及び危険物を一定量以上貯蔵または処理している大規模な貯蔵場等のうち大規模

なものについては、平成２７年末までに耐震診断結果を報告することが義務付け

られ、その結果を所管行政庁が公表することとなりました。 

市では、平成２９年３月に耐震診断結果を公表し、指導・助言等を適切に行い、

要緊急安全確認大規模建築物の耐震化を促進します。 
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オ）要安全確認計画記載建築物（耐震改修促進法第７条） 

都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画に記載された 

（ア）大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必

要な建築物（法第７条第１号） 

（イ）耐震診断を行わせ、耐震改修の促進を図ることが必要な、相当数の建築物

が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路等の

沿道建築物（法第７条第２号） 

（※ア、イを総称して「要安全確認計画記載建築物」という。） 

のうち、耐震関係規定に適合しない建築物は、所管行政庁が定めた期限までに耐

震診断結果を報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁が公表するこ

ととされました。 

要安全確認計画記載建築物については、本計画の第２章に記載し、市では、こ

れらの建築物の耐震化についても促進します。 

 
※１：耐震改修促進法第１４条第１号から第３号の建築物別紙１参照 

※２：岡山県建築物耐震対策等基本方針の概要別紙３参照 

※３：耐震改修促進法附則第３条第１項の建築物別紙１参照 
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１想定される地震の規模、想定される被害の状況 

市内に大規模な被害をもたらすことが想定される大規模な地震として、 

（１）南海トラフを震源とする地震（南海トラフ巨大地震） 

（２）断層を震源とする地震（断層型地震） 

があります。 

本計画で想定する地震は（１）、（２）の両方で、想定される地震の規模は以下のとお

りです。 

（１）南海トラフ巨大地震 

ア）想定される地震の規模 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ӳ Ɇɧɓ⁄Ẏ᷂ ᾍ ɭɶȫɱȮȮɩɶɕ Ḹף ₳ ₴ ȏȑ  

ӳ Ɇɧɓ⁄Ẏ᷂ ᾍ ɭɶȫɱȮȮɩɶɕ Ḹף ₳ ₴ ȏȑ  

⁸ ѩ Ẏ ↓ǀ῎ῇ ὑǁ  

震度６強 岡山市（北区を除く）、倉敷市、笠岡市 ３市 

震度６弱 岡山市（北区）、玉野市、井原市、総社市、備前市、瀬戸内

市、赤磐市、浅口市、和気町、早島町、里庄町、矢掛町 

８市４町 

震度５強 津山市、高梁市、新見市、真庭市、美作市、勝央町、久米南

町、美咲町、吉備中央町 

５市４町 

震度５弱 新庄村、鏡野町、奈義町、西粟倉村 ２町２村 

  

第１章建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 
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イ）震度分布図
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ウ）液状化危険度分布図 
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エ）被害想定 

次の被害想定は、岡山県が国の被害想定に準じて、これまでの検討結果を活用し、

南海トラフ巨大地震が岡山県内にもたらす可能性のある被害を想定したものです。 

( ア）建物被害（被害が最大となるもの） 

ɵгɵ ǲ ǞǦḹֻ 

 
 

⁸ ὑ ᶮ ὑ 
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0   

( ) 

 

( ) 

ϊל ᷂ ṥǲȏȒЋṥ    

᷂ ǲȏȒ ẕ 
  

( ) 
 

ֻ     

Ħ Кǵ ἬǶ ♥ ṥǵḹֻ 

 

( イ）人的被害 

Ū ὡǓ ẎǯǱȒȉǵ  

ɵгɵ ẋǲ ǞǦḹֻ 
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᷂ ǲȏȒ   0  10  
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ū ω ὡǓ ẎǯǱȒȉǵ  

ɵгɵ ẋǲ ǞǦḹֻ 

 
˲  

⁸ ὑ ᶮ ὑ 

┴ ΏṥǲȏȒ ω   7 534  7  

ǲȏȒ ω  
0   

 

 

 

ϊל ᷂ ṥǲȏȒ ω    20  

᷂ ǲȏȒ ω   2  70  

ᾶẆ ʤ ǲȏȒ ω   0  20  

ֻ ˲     

Ħ Кǵ ἬǶ ♥ ṥǵḹֻ 

 

（２）断層型地震 

ア）各断層の位置 
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イ）１２断層の概要 
 

ウ）各断層型地震の概要 

 

  

Ʊ῁Ʊ׀ ᷂ ǵ ῁ ├ ɵ ↓ ῁ǵ ɵ

ῇῴ ῁ₑ 7-/ K< 7/jlƱV< 07jlɲ ᷂

Ήῇ ῁ₑ 6-5 K< 21jlƱV< 15jlɲ ᷂

ʴẔ ῁ₑ 7-/ K<021jlƱV< 13jlɲ ᷂

ɴԍ ˝ ῁ 6-3 K< 25jlƱV< 07jlⅎῬ

Έּӳ ǵ ὑ ῁ 6-1 K< 2/jlƱV< 02jl֝

Ẏ ῁ɵ ̈ΰ ⁹ ῁ 6-1 K< 2/jlƱV< 02jl֝

֝ ᷂ 6-2 K< 15jlƱV< 03jl֝

ɵּ῎ ῁ 6-1 K< 22jlƱV< 02jl֝

ᾭ ῁ 6-0 K< 15jlƱV< 07jlɲ ᷂

Ὁ ӳ ǵ᷂ 6-2 K< 16jlƱV< 03jlῬ

ӳ ǵ᷂ 6-2 K< 16jlƱV< 03jlῬ

Ὁ ῁ 6-0 K< 11jlƱV< 02jlῬ

Ħ᷂ ǵ ǵ ǶɜȮɉȿɣɶɇ

ɜȮɉȿɣɶɇ

Ȃȃ Ȃȃ ǞǭǋǱǋ ǞǭǋǱǋ

К Ẏ ↓ ▌ ▌ ▀ ▌ ▌ ▌

ῇ⁸ ῇ⁸ ῎ῇ⁸ ῎ῇ⁸ ↨⁸ ῇ⁸

̸⁸ ↨⁸ Έ ⁸ Έ ⁸ ↨⁸

̸⁸ ῎⁸ ῎⁸ ⅓

ҷẔ ˝ԍ⁸

ẞ ҷẔ ֥⁸ ẞ

Έ ẞ Ῥ

ᴕ ⅓

ɜȮɉȿɣɶɇ

ǞǭǋǱǋ ǞǭǋǱǋ Ȃȃ ǞǭǋǱǋ ǞǭǋǱǋ

К Ẏ ↓ ▌ ▌ ▀

⁸

↨⁸

⅓

Ʊ ׀῁ ǵĦǶʺ ῁

ƱƱ ƱɜȮɉȿɣɶɇǶ᷂ ǵ ș ǞƲᶮȋ Ǔ Ǟ ὡ ὑǲ ǋǦȉǵƳ

ƱƱ Ʊ Ƕ˹♥ ₴ ǲ᷂ Ǔ ǠȒ ᷂ Ʋ ֻ

↓ ▀̊ʣǵ
⁸
ẐἬǶ ↓
▌

К Ẏ ↓ǒȐƲǤȓȂǰẎǔǱ ὡǶ ȅȓǱǋǚǯǒȐƲ ὡ ὑǶ ǪǭǋǱ
ǋƳ

Έּӳ ǵ
ὑ ῁

Ẏ ῁ɵ ̈
ΰ ⁹ ῁

׀῁ ֝ ᷂ ɵּ῎ ῁ ᾭ ῁ Ħ
Ὁ ӳ ǵ
᷂

ӳ ǵ᷂ Ὁ ῁

↓ ▀̊ʣǵ
⁸
ẐἬǶ ↓
▌

׀῁
ῇῴ ῁ₑ
Ħ

Ήῇ ῁ₑ
Ħ

ʴẔ
῁ₑ Ħ

ɴԍ
˝ ῁
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エ）断層型地震における震度６弱以上の地域 
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オ）被害想定 

῁ ׀  Ẏ ↓ 

ὡ  

ὡǓ ẎǯǱȒȯɶȷ  

┴ Ћṥ( ) (˲) Ẏ (˲) 

ῇῴ ῁ₑ 
▌ 

 

гɵ  гɵ ẋ гɵ  

   

Ήῇ ῁ₑ 
▌ 

 

гɵ  гɵ ẋ гɵ  

   

ʴẔ ῁ₑ 
▀ 

 

гɵ  гɵ  гɵ  

 5   

ɴԍĚ ˝ ῁ 
▌ 

5 ▌  

гɵ  гɵ ẋ гɵ  

   

Έּӳ ǵ ὑ ῁ 
▌ 

 

гɵ  гɵ ẋ гɵ  

   

Ẏ ῁ɵ ̈ΰĚ⁹ ῁ 
▌ 

 

гɵ  гɵ ẋ гɵ  

   

֝ ᷂  
▌ 

 

гɵ  гɵ ẋ гɵ  

   

ɵּ῎ ῁ ▌ 

῎ῇ К Ẏ ↓ǒȐƲǤȓȂǰẎǔǱ ὡǶ ȅȓǱ

ǋǚǯǒȐƲ ὡ ὑǶ ǪǭǋǱǋƳ 

ᾭ ῁ ▀ 

Ὁ ӳ ǵ᷂   

ӳ ǵ᷂   

Ὁ ῁  

Ħ Ẏ ↓ КǶƲ ⁸ǵ Ẏ ↓ș ǠƳ 

Ħ ὡ ὑǶƲ ǵἳ ɵ ₑǮ ὡǓ ẎǯǱȒȯɶȷș ǠȒƳ 

Ħ┴ ЋṥƲ ǶƲ ȓƲ ӓƲ ǵֻ Ιș ǠƳ ⁸Кǵ ὡ ǶЋǭ ǮǠƳ 

Ħ Ẏ ǶƲ ♥ ♥ǵ Ι 
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２耐震化の現状と目標 

（１）住宅 

令和元年の住宅総数※は 25,450 戸、うち「耐震性を満たす住宅」は 22,341 戸（約

88%）、「耐震性が不十分な住宅」は約 3,109 戸（約 12%）と推計されます。 

※住宅土地統計調査を用いて、国の推計方法に準じて推計 

 

 

 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）

総戸数 25, 450戸 

耐震性あり 22, 341戸 

耐震性なし 3,109 戸 

※令和２年の推計値 

ӓ 8 8  

►ѧǵ ӓ
G17 ὑ ǵ

ӓ
ǵ ӓ

►ѧ ǯǞǦ
ӓ

G17 ὑ
ǯǞǦ
ӓ

ǵ ӓ

₳ 07₴↓ ₳ 15₴↓ ̉ᴇϷ₴↓ ₳ 16₴↓ ̉ᴇ1₴↓ ̉ᴇ6₴↓

̮Ʊὁ 46 67 77 8/ 84 84

ӢƱѝ

S56年以降

74%

S55年以前

26%

耐震性あり

18,752 

74%

耐震性あり

3,589 

14%

耐震性なし

3,109 

12%

耐震性あり

95%

耐震性なし

5%

ӓ 8  ӓ 95  

̉ᴇϷ₴ ̉ᴇ 7 ₴ 



15 

 

特定建築物※1 

 策定時当初 平成28年改訂時 令和3年改定時 

区分 
耐震化率 

耐震化率 

目 標 耐震化率 
耐震化率 

目 標 耐震化率 
耐震化率 

目 標 

 (H18年度末)  (H27年度末)  ( 平成26年度末)  ( 令和2年度末)  ( 令和元年度末） ( 令和７年度末)  

多

数

の

者

が

利

用

す

る

建

築

物
※2 

1 

災害対策本部及

び現地対策本部

を設置し、被災

後応急活動や復

旧活動の拠点と

なる建築物 

市庁舎、警察本

部、警察署のう

ち地域防災計

画等で定める

もの 

50％ 100％ 50％ 95％ 50％ 100％ 

2 

被災時に、避難

者及び傷病者の

救援活動の拠点

となる建築物 

公立の学校、病

院、体育館、公

民館、各種セン

ター、消防署等

のうち地域防

災計画等で定

めるもの 

66％ 80％ 94％ 95％ 94％ 
おおむね

解消 

3 

不特定多数の者

が利用する建築

物 

 

 

診療所、劇場、

観覧場、集会

場、展示場、百

貨店等のうち

法の指示対象

建築物 

85％ 90％ 76％ 95％ 92％ 95％ 

4 

その他の建築物 

賃貸住宅( 共同

住宅に限る。)

寄宿舎、下宿、

事務所、工場等 

48％ 80％ 78％ 95％ 86％ 95％ 

危険物の貯蔵又は処理場の用途に供す

る建築物 
50％ 85％ 66％ 95％ 75％ 95％ 

・平成１８年度の耐震化率は，総社市耐震改修促進計画策定時に算定した値です。 
※１ 本計画において、耐震改修促進法第１４条に定める特定既存耐震不適格建築物と用途・

規模要件が同じ全ての建築物を「特定建築物」という。別紙１参照 
※２ 多数の者が利用する建築物の区分は基本方針の区分による。別紙３参照 

 

 

３市が所有する建築物の耐震化の取組 

市が所有する建築物については、前記耐震化の目標達成に向け、計画的に耐震化に

取り組みます。  
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１基本的な取組方針 

（１）耐震化に対する役割 

建築物の所有者は、地震防災対策を自らの問題として、また、地域の問題として

捉え、主体的に取り組むことが何よりも重要であり、目標達成のための前提となり

ます。 

市は、このような建築物の所有者等の取組を支援する観点から、耐震診断及び耐

震改修に伴う所有者等の負担軽減のための制度の構築を促進します。 

また、耐震化を行いやすい環境の整備など必要な施策を講じることや所有する公

共建築物の耐震化の取り組みを促進することとします。 

 

（２）耐震化緊急促進アクションプログラム 

本計画に定めた住宅の耐震化目標の達成に向け、「総社市住宅耐震化緊急促進ア

クションプログラム」（別紙５）を策定し、住宅耐震化に係る具体的な取り組みを

位置づけます。毎年度その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・

改善を図り、住宅の耐震化を促進します。 

  

第２章建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 
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２助成制度等の支援策の概要 

広く市民に対して建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性や重要性について周知・

徹底を図るため、啓発に積極的に取り組むとともに、耐震診断及び耐震改修等の補助

制度、国の税制（耐震改修促進税制等）、融資制度等を活用しながら、建築物の耐震

化の促進を図ります。 

（１）補助制度の概要 

（令和２年度の事業概要であり、今後変更する場合があります。） 

事業区分 
対象建築物 

昭和56年5月31日以前に 

着工されたものに限る 
対象事業 補助内容 

診
断
事
業 

木造住宅 

耐震診断 

事業 

地上２階建て以下 

木造一戸建て住宅 

（岡山県木造住宅耐震診

断マニュアルに掲げる

一般診断は定額補助） 

一般診断 

（現況診断） 

補助対象経費の 3 分の 2 以内 

延床面積 200㎡以内：6 万円 

延床面積 200㎡超える場合、100

㎡を超えるごとに+8,000 円 

一般診断 

（補強計画） 

上記以外 

補助対象経費の３分の２以内

( 一住宅につき、9 万円を限度と

する。)  

戸建て住宅

耐震診断 

事業 

地上２階建て以下 

木造以外の一戸建て住宅 

現況診断 

補強計画 

補助対象経費の３分の２以内

( 一住宅につき、9 万円を限度と

する。)  

建築物 

耐震診断 
一戸建て住宅以外 

現況診断 

補強計画 

補助対象経費の３分の２以内

( 一建物につき、150万円を限度

とする。)  

改
修
事
業 

木造住宅 

耐震改修 

事業 

地上２階建て以下 

木造一戸建て住宅の改修 
全体耐震改修 

補助対象経費の 23％以内( 一住

宅につき、50 万円を限度とす

る。)  

地上２階建て以下 

木造一戸建て住宅の改修 

 

以下のいずれかの世帯に

限る 

・65歳以上の方が居住して

いる世帯 

・障がい者の方が居住して

いる世帯 

・収入分位 25％以下の世帯 

部分耐震改修 

補助対象経費の 50％以内( 一建

物につき、40 万円を限度とす

る。)  

耐震 

シェルター 

補助対象経費の 50％以内( 一建

物につき、20 万円を限度とす

る。)  

防災ベッド 

補助対象経費の 50％以内( 一建

物につき、10 万円を限度とす

る。)  
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（２）耐震改修促進税制の概要（租税特別措置法等によります。） 

ᾍ  ʺǱ ̏  

ʹ 

Ʒ ʹ͝ Ѱ 

Ɵ̮ὁ 

ɵ ♬ ̉ᴇ3₴ 31 ȅǮǲ ǪǦ ʹ›˗ǲ͜Ȓ Ǳ›˗

► ǵ10 ► ʣ 25 ʠЛ ș ♬ ǒȐ  

ɵᶭὑ ̉ᴇ ₴ 31 ȅǮǲ ʹ›˗ș ǪǦ̮ὁǵᶭὑ

120 ʚ ► ѝȅǮ ș ₴ ǲ ǲ ὡ

Ἥ ʥ ┴ ǮǉȒ̮ὁǵ ʹǶ ₴ ǲ  

Ɵ┴  

ɵᶭὑ ʹ͝ ǲȏȑ Ǔ ҵ̂ǘȐȓȒ┴ Ǯ

ǓḸףǜȓǦȉǵǲǫǋǭƲ₳ 26 ₴ ǒȐ̉ᴇ ₴

ȅǮǵ ǲ ↑ǵ Ҟ ᾍ ͝ל ˗ ș֞ǘǭ

ʹ›˗ș ǪǦḹֻƲɰ ὑ ș ₴ ǲ

ʹ›˗ ǵ2.5 Ǔ ↓  

Ʒ̮ὁɫɶɱ  

ɵ ♬ 10 ₴ Ʋɫɶɱ ǵ ș ♬ ǒȐ ǵ Ḩ ǲ

ֻǜǢȒǦȈǵ›˗ǮƲ100 ʠЛ̊ʣǵ›˗Ǔᾍ  

（３）融資制度（住宅金融支援機構）の概要 

ᾍ  ʺǱ ̏  

Ή˲ׄǘ 

ɵ ↓ 1,500 ʠЛ ̮ὁ ѝǵ›˗ ǵ80 Ǔʣ  

ɵ ѫ Ϭ 10 ₴̊К 0.36 Ʋ11 ₴̊ʣ20 ₴̊К 0.62  

̉ᴇ ₴ ᷀  

ɵͪ ˲ ʥ  

˥ ʝ Ϭ Ḍ ǵḹֻ 

↓ 1,000 ʠЛ ̮ὁ ѝǵ›˗ Ǔʣ  

ѫ 0.86  

ͪ ˲ (ʝ ) ̮ὁ ᶧǲȏȒͪ  

Ǥǵ̀ǵ ̏ǲǫǋǭǶ̮ὁ əɶɞɘɶȶș֓  

ɜɱȵɥɱ 

ֻׄǘ 

ɵ ↓ 500 ʠЛ/ В ѝǵ›˗ Ǔʣ  

ɵ ѫ Ϭ 10 ₴̊К 0.42  11 ₴̊ʣ20 ₴̊К 0.68  

̉ᴇ ₴ ᷀  

ɵͪ ˲ ⱳ  

Ħʣ ǶƲ(Џ )ɜɱȵɥɱ ȹɱȽɶǵͪ șѫ ǠȒḹֻ 

Ǥǵ̀ǵ ̏ǲǫǋǭǶ̮ὁ əɶɞɘɶȶș֓  

Ħ ǑȏǺ ǵїЖ ᶮᶽ˧  ┴ ǵ ʹǵ͝ ǲ ǠȒ ♣ ǵ ₳

25 ₴ ֗Ǻ₳ 31 ₴1 https:// w ww.milt.go.jp/common/001350399.pdf  

  

https://www.milt.go.jp/common/001350399.pdf
https://www.milt.go.jp/common/001350399.pdf
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３耐震改修の実施を促すための環境整備 
（１）専門技術者の養成・紹介体制の整備 

岡山県では、これまで建築士を対象とした講習会を開催し、「木造住宅耐震診断

員」の養成を行うとともに、診断員の登録を進め、その状況がわかるホームページ

を整備し公表しています。また、一定の調査精度を確保することや報告書の内容を

統一できるよう「岡山県木造住宅耐震診断マニュアル」を作成しています。 

市では、市内の建築士などが講習会に参加し、耐震診断・耐震改修に必要な技術

の向上が図れるようにします。 

また、建築物の所有者等が耐震診断を安心して実施できるよう、診断員の養成・

登録状況の情報提供等を行います。 

（２）講習会等による普及啓発 

( 一社) 岡山県建築士会、( 一社) 岡山県建築士事務所協会、( 一社) 日本建築構造技

術者協会中国支部岡山地区等の県内建築関係団体及び県等と連携し、予想される南

海トラフ等の海溝型地震や断層型地震の規模・被害想定、住宅の耐震化の必要性、

重要性に加えて、近県開発されている安価な耐震改修工法を専門家や技術者はもと

より、一般の方にもわかりやすく説明するため、各種講習会の開催や建築防災週間

等の各種行事やイベントの機会に建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性、重要性

について普及啓発を図ります。 

 

４地震時の総合的な安全対策に関する事項 
（１）建築物の耐震化に加えて行うべき事前の対策 

平成１７年３月の福岡県西方沖地震や同年８月の宮城県沖地震、更に平成２３年

３月の東日本大震災、平成２８年４月の熊本地震及び平成３０年６月の大阪府北部

を震源とする地震の被害の状況から、ブロック塀の安全対策、窓ガラスや屋外看板・

外壁等の落下防止対策、エレベーター内への閉じ込め防止等の必要性が指摘されて

います。このため市では、ブロック塀等の危険性について市民に周知するとともに、

改善指導等を行います。 
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安全対策 内容 

( 1) ブロック塀等の 

倒壊防止 

地震時にブロック塀等が倒壊すれば、死傷者の発生や、避難路を

塞ぐことによる避難・救援活動への支障を引き起こすことになりま

す。また、平成３１年１月に改正耐震改修促進法施行令が施行され、

市町村耐震改修促進計画に記載された耐震関係規定に適合しない

法第７条第二号（令第４条第二号）のブロック塀等は、所管行政庁

が定めた期限までに耐震診断結果を報告することが義務付けられ、

その結果を所管行政庁が公表することとされました。このため、「５

地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項」に位置付け、市

ではこれらのブロック塀棟の耐震化を促進し、また、これら以外の

ブロック塀等についても、倒壊の危険性や対策の必要性を市民に周

知するとともに、補強方法等の普及徹底を図り、必要に応じて改善

指導を行います。 

( 2) 窓ガラスや屋外

看板・外壁等の落

下防止 

窓ガラスの破損や、屋外看板、外壁等の落下があれば、死傷者の発

生や、がれきによる避難・救援活動への支障が引き起こされること

になります。このため窓ガラス等の破損や落下の危険性を市民に周

知するとともに、施工状況の点検の実施、ガラス留め材の改善、屋

外看板や外壁材の補強・落下防止等に関する普及徹底を図り、必要

に応じて改善指導を行います。 

(3) エレベーター及

びエスカレーター

の安全対策 

平成２１年９月に施行の建築基準法施行令等の改正により、新設

エレベーターについては、戸開走行保護装置の設置や地震時等管制

運転装置の設置が義務化され、既設エレベーターについても改修が

求められています。このためエレベーター内への閉じ込めによる災

害を防止するために、建築物の所有者等及び利用者に既設エレベー

ターの改修や地震対策、管制運転・安全装置等の整備や改良の必要

性について普及徹底を図り、必要に応じて改善指導を行います。 

また、東日本大震災においてエレベーターの釣合おもりやエスカ

レーターが落下する事案が複数確認されたことから、平成２６年４

月施行の建築基準法施行令等の改正等に伴いエレベーター及びエ

スカレーターの脱落防止対策が明確に示されたことにより、既設エ

レベーター等についても必要に応じて改善指導を行います。 

(4) 家具の転倒防止 

家具の転倒は、それによる人の負傷に加え、避難や救助活動への

支障を引き起こすことになります。このため身近な住宅内部での地

震対策として家具の転倒防止を市民に呼びかけるとともに、家具の

固定方法の普及徹底を図ります。 

（２）地震発生後の対応 

地震により建築物・宅地が被害を受け、被災建築物・被災宅地の応急危険度判定

が必要となった場合は、被災建築物・被災宅地の判定実施本部等を設置するなどの

必要な措置を講じます。 
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５地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

耐震改修促進法では、建築物が地震によって倒壊した場合に、道路の通行を妨

げ、多数の者の円滑な避難が困難になることを防止するため、一定の高さ以上の沿

道建築物並びに一定の高さ及び長さのブロック塀等（耐震関係規定に適合しない建

築物に限る。）について、耐震診断を行わせ、耐震改修の促進を図ることが必要と

認められる場合には、当該建築物の敷地に接する道路に関する事項について、法第

６条第３項第１号、第２号により市町村耐震改修促進計画に記載することができる

と規定されています。 

市では、地域防災計画（震災対策編）に、災害時の緊急支援物資の輸送・救急・

消防活動等緊急活動の迅速かつ円滑な実施を確保するため、関係機関と協議の上、

応急活動を支える路線を選定し、緊急輸送道路ネットワークとして位置づけること

を定めています。緊急輸送道路は、地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実

に実施するために必要な道路であり、道路の耐震性が確保されているとともに、地

震時にネットワークとして機能するものとして定められていることから、この路線

を法第６条第３項第１号、第２号の規定に基づき、今後、次の考え方により指定し

ていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）耐震診断を義務付ける緊急輸送道路（法第６条第３項第１号） 

緊急輸送道路のうち、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時におけ

る多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等

の観点から重要な道路の沿道建築物に耐震診断の実施と報告を義務付けることと

し、耐震診断を義務付ける緊急輸送道路やその報告期限は、別途定めます。 

※要安全確認計画記載建築物：法第７条第２号緊急輸送道路沿道建築物 
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（２）その他の緊急輸送道路（法第６条第３項第２号） 

耐震診断を義務付ける道路以外の緊急輸送道路を耐震化努力義務路線として指

定することとし、その路線は、別途定めます（別紙４参照）。 

指定を受けた当該路線の一定の高さ以上の沿道建築物（耐震関係規定に適合し

ていないものに限る。）の所有者は、耐震診断を行い、その結果に応じて耐震改

修を行うよう努めることが求められます。 

 

６地震発生時に利用を確保することが公益上必要な建築物に関する事項 

（要安全確認計画記載建築物：防災拠点建築物） 

耐震改修促進法第５条第３項第１号に基づき岡山県が定める大規模な地震が発生し

た場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物は、地震時における

応急対策活動の中心となる施設や避難所となる施設等（既存耐震不適格建築物であっ

て耐震不明建築物であるものに限る。）です。 

岡山県は、これらの建築物に耐震診断の実施と報告を義務付けることとし、その対

象となる建築物と報告期限は、別途定めます。 

 

７地震に伴う崖崩れ等による建築物被害の軽減対策 

地震に伴う崖崩れ等による建築物の被害軽減のため、がけ地近接等危険住宅移転

事業の活用をすすめます。 
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災害発生に対しては、「自らの身は自ら守る」との基本理念と正しい防災知識を市

民一人ひとりが持ち、平素から災害に対する備えを心がけることが重要です。 

市では、防災知識の普及にあたっては被災時の男女のニ－ズの違い等男女双方の視

点に十分配慮するように努めます。さらに、自ら守るとともに、お互い助けあうこと

の大切さについても啓発していきます。また、建築物の地震に対する安全性の向上に

ついて、正しい理解と知識の普及をすすめるため、必要な取組や啓発事業を積極的に

推進します。 

１家庭・地域への普及対策 

ア）市は、地域住民の適切な避難や防災活動等に資する防災マップ、地震時の行動マ

ニュアル等を作成してその普及を図ります。 

イ）市は避難に適切な場所、避難路を指定するとともに、わかりやすい図記号を利用

した案内板等を設置するなど日頃から周知しておくものとします。 

ウ）自立型、災害回避型ライフスタイルの普及を通じて、隣人等に対する救助意識や

相互支援について指導します。 

エ）地域における防災活動を促進するため、自主防災組織の結成の促進及び活動の促

進、消防団についても青年層、女性層の団員への参加促進等により、その活性化

に努めます。 

オ）防災意識の啓発は家族単位から始め、自治会、町内会等を通じて災害対応につい

ての地域連帯感を高めます。 

カ）市は防災週間や防災関連行事を通じ、次の項目について防災意識の高揚を図りま

す。 

・ 住宅の耐震化・短期的な食料の確保・初期救助 

・ 非常持出品・家庭での予防安全対策・避難方法 

・ 避難場所の心得・消防水利設置場所の周知・消火方法 

２地震ハザ－ドマップの作成・公表 

市は、市民の家屋の耐震化をはじめとする地震への備えや防災活動への取り組みを

促進するため、想定地震に対する地表の最大震度を表示した「揺れやすさマップ」を

活用し、総社市の地震に対する災害特性を反映した「地震ハザ－ドマップ」を平成１

９年度に作成し、ホ－ムペ－ジで公表しています。 

３相談体制の整備及び情報提供の充実 

市では、耐震診断等事業費補助金の申込みや各種補助事業の申請のほか、市民から

の建築相談に窓口及び電話応じております。 

また、市のホームページを通じて、最新の情報を提供するよう努めます。 

 
  

第３章建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 
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４パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催 

市役所等に国や県及び本市が作成した住宅の耐震診断、住宅の耐震改修事例、家具

の転倒防止策などについてわかりやすく解説したパンフレット等を常備し、市民に配

布するとともに、パンフレット等を活用し耐震化をＰＲすることにより、地震に対す

る安全性の向上に関する啓発、及び知識の普及を図ります。 

また、県や関係団体と連携し、耐震診断及び耐震改修に関するセミナー・講習会を、

必要に応じて随時開催します。 

５リフォームにあわせた耐震改修の誘導 

リフォ－ム工事や増改築は、耐震改修を実施する好機であり、これらの工事と併せ

て耐震改修を行うことは、別々に工事を行うよりも、費用負担、工期の面でより効果

的です。このため、リフォームにあわせて耐震改修工事が行われるよう、一体的に行

った場合のメリットや方法について情報提供等を行い建築物の所有者やリフォーム

業者に普及啓発を行います。 

６地震保険の普及啓発 

地震により建築物が倒壊や損壊した場合に保障が得られる地震保険に加入するこ

とは、住宅再建の一助となります。また、地震保険料控除制度の創設に伴い、地震保

険料の支払い額を所得総額から控除することもできるため、パンフレット等を活用し

地震保険の普及啓発に努めます。 

７改正耐震改修促進法への対応 

（１）全ての建築物の耐震化の促進 

平成２５年の耐震改修促進法の改正により、現行の建築基準法令の耐震関係規定

に適合しない住宅や小規模建築物を含む全ての建築物の所有者に対して、耐震診断

と必要に応じた耐震改修の努力義務が創設されました。このことから市では、建築

物の所有者により一層普及啓発を行います。 

また、住宅全体の耐震改修が困難な場合には、部分的な耐震改修、防災ベッド、

耐震シェルターといった選択肢があることも、併せて普及啓発していきます。 

（２）耐震診断の実施が義務付けられた建築物の耐震化の促進 

平成２５年の耐震改修促進法の改正により、要緊急安全確認大規模建築物と要安

全確認計画記載建築物の所有者には、耐震診断を行い、その結果を報告する義務が

課され、報告された耐震診断の結果については、所管行政庁が公表することとされ

ました。 

市では、これらの建築物の耐震化を促進するため、建築物の所有者に耐震改修促

進法の内容を周知するとともに、耐震診断や耐震改修の補助制度及び耐震改修の必

要性等の普及啓発を行っていきます。  
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８新たに開発された木造住宅の安価な耐震改修工法等の情報の発信 

木造住宅の耐震改修工事では、近年、新たに開発された改修工法が実用化されてい

ます。 

新たな改修工法は、従来から用いられてきた一般的な工法に比べ、安価に耐震改修

を行えるという特徴を持っており、従来から用いられてきた一般的な工法である下図

の「①筋かいで補強」と建物の壁等を壊さずに外部から補強する「⑤外部から金属の

ブレースで補強」とのコストを比較すると、コストが約１／２になるという結果が出

ています。 

このことから県では、住宅の耐震化を強力に促進するために、この様な新たに開発

された木造住宅の安価な耐震改修工法の普及啓発をより一層行っていきます。 

 

 
※木造住宅低コスト耐震補強の手引き（愛知建築地震災害軽減システム研究協議会）より 
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１耐震改修促進法に基づく指導等の実施 

（１）耐震診断義務付け対象建築物 

市は、要緊急安全確認大規模建築物については耐震診断の結果の取りまとめを

行なった後に公表していますが、要安全確認計画記載建築物についても同様に、

所有者に対して、所有する建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義

務の対象建築物となっている旨の十分な周知を行い、その確実な実施を図ります。 

また、期限までに耐震診断の結果を報告しない所有者に対しては、耐震診断結

果の報告をするように促し、それでもなお報告しない場合にあっては、耐震改修

促進法第８条第１項の規定に基づき、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、

耐震診断結果の報告を行うべきことを命ずるとともに、その旨をホームページ等

で公表します。 

市は、報告を受けた耐震診断の結果について、とりまとめた上でホームページ

等で公表します。当該公表後に耐震改修等により耐震性が確保された建築物につ

いては、公表内容にその旨を付記するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建築

物所有者が不利になることのないよう、営業上の競争環境等にも十分に配慮し、

丁寧な運用を行います。 

また、報告された耐震診断の結果を踏まえ、建築物の所有者に対して、指導及

び助言を実施するよう努め、指導に従わない者に対しては必要な指示を行い、正

当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨をホームページ等で公

表します。 

（２）指示対象建築物 

市は、耐震改修促進法第１５条第２項に規定する特定既存耐震不適格建築物

（以下「指示対象建築物」という。）の所有者に対して、所有する建築物が指示

対象建築物である旨の周知を図るとともに、指導及び助言を実施するよう努め、

指導に従わない者に対しては必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に

従わなかったときは、その旨をホームページ等で公表します。 

（３）指導・助言対象建築物 

市は、耐震改修促進法第１４条に規定する特定既存耐震不適格建築物（指示対

象建築物を除く。）及び法第１６条第１項に規定する既存耐震不適格建築物（以

下「指導・助言対象建築物」という。）の所有者に対して、耐震診断及び耐震改

修について必要な指導・助言を実施するよう努めます。 

 

第４章耐震改修促進法及び建築基準法による指導等について 
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２建築基準法に基づく指導、助言、勧告又は命令の実施 

市は、耐震改修促進法の規定に基づく指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、

建築物の所有者が必要な対策をとらなかった場合には、次の措置を行います。 

 

ア）構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく保安上危険である

と認められる建築物 

建築基準法第１０条第３項の規定に基づく命令 

イ）損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば保安上危険若しくは著し

く保安上危険となるおそれがある建築物 

建築基準法第９条の４の規定に基づく指導、助言又は同法第１０条第１項の規

定に基づく勧告や同条第２項の規定に基づく命令 
 

３耐震改修促進法に基づく計画の認定等の実施 

市は、耐震改修促進法第１７条第３項の計画の認定、法第２２条第２項の認定、法

第２５条第２項の認定について、建築物の所有者に周知し、適切かつ速やかな認定が

行われるよう努めます。 

（１）計画の認定（耐震改修促進法第１７条第３項） 

耐震改修を行おうとする建築物の所有者は、その耐震改修の計画について、所

管行政庁に対し、計画の認定を申請することができます。所管行政庁は、その耐

震改修計画の内容が、耐震改修促進法の基準に適合している場合は、その耐震改

修の計画を認定します。 

認定を受けた建築物は、建築基準法の規定の特例を受けることができます。 

 

（受けることができる建築基準法の規定の特例） 

・ 既存不適格建築物の制限の特例 

・ 耐火建築物の制限の特例 

・ 容積率の制限の特例 

・ 建ぺい率の制限の特例 

・ 建築確認申請の特例 
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（２）建築物の地震に対する安全性に係る認定（耐震改修促進法第２２条第２項） 

建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について地震に対する安全

性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。 

認定された場合は、当該建築物や広告、契約に係る書類、宣伝用物品などに認

定を受けている旨の表示ができることになり、建築物の利用者が、容易に当該建

築物の耐震性の有無を確認することができます。 

新耐震基準・旧耐震基準の別、用途、規模を問わず、全ての建築物が認定申請

の対象となっています。 
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第５章その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 
 

１計画推進のための体制 

市では、「岡山県建築物耐震対策連絡会議」を通して、建築物の耐震診断及び耐震

改修の普及啓発に係わる協力、情報交換を行い、本計画の着実な推進を図ります。 

２関係団体との連携 

耐震診断及び耐震改修の促進へ向けて、( 一社) 岡山県建築士会、( 一社) 岡山県建築

士事務所協会、( 一社) 日本建築構造技術者協会中国支部、県内建築関係団体や岡山県

住宅リフォーム推進協議会等の各種協議会、ＮＰＯ、町内会、自主防災組織等と協力・

連携するとともに、連携体制の維持・発展に努めます。 

３その他 

ア）市は、耐震化の進捗状況、事業の進捗状況、社会情勢の変化等を踏まえ、必要

に応じて、本計画に定めた耐震化の目標等について検証を行います。 

 

イ）本計画を実施するに当たり、必要な事項は別途定めます。 
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Ｆ Ａ Ｘ：0866－92－8383 
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